
○竹富町ふるさと応援奨学金給付条例施行規則 

平成２８年１２月１４日教育委員会規則第４号 

改正 

令和６年２月２１日教育委員会規則第３号 

令和７年１２月２５日教育委員会規則第４号 

竹富町ふるさと応援奨学金給付条例施行規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、竹富町ふるさと応援奨学金給付条例（平成２８年竹富町条例第２４

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（手続） 

第２条 条例第７条に基づき、奨学金の給付を受けようとする者は、次の書類を添えて町

長に提出しなければならない。 

(1) 奨学金給付申請書（様式第１号） 

(2) 自己ＰＲ調書（様式第２号） 

(3) 住民票謄本 

(4) 在学証明書 

(5) 義務履行確認申請書（様式第３号） 

(6) 所得証明書 

（受付） 

第３条 前条の受付期間は、毎年１２月１日から１月３１日までとする。ただし、町長が

必要と認めたときは、受付期間を変更することができる。 

（奨学生選考委員会） 

第４条 条例第９条の委員は、副町長、教育長、総務課長、財政課長、健康づくり課長、

福祉支援課長、農林水産課長、まちづくり課長、教育委員会総務課長、教育委員会教育

課長及び会計課長の職にある者を町長が任命する。 

２ 奨学生選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に教育長

の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ



の職務を代行する。 

５ 奨学生選考委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の３分の２以上の出席

がなければ会議を開くことができない。 

６ 奨学生選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（奨学生の決定） 

第５条 町長は、前条の規定による奨学生選考委員会の審査の結果に基づき奨学生を決定

する。 

２ 奨学生を決定したときは、本人又は保護者に対し奨学生決定通知書（様式第４号）に

より通知するものとする。 

（誓約書の提出） 

第６条 奨学生に決定された者は、前条の通知を受けた日から１４日以内に誓約書（様式

第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 誓約書の提出が無い場合は、その決定は無効とする。 

（奨学金の給付） 

第７条 奨学金は、毎月１０日に給付するものとする。ただし、特別の事情があるときは

この限りでない。 

２ 給付の決定以前の奨学金は、給付決定後の直近の給付日に併せて給付する。 

３ 奨学金の給付は、口座振り込み依頼書により、本人から申し出のあった金融機関の口

座に振り込みするものとする。 

（在学証明書等の提出） 

第８条 奨学生は、毎年度毎に在学証明書を４月３０日までに町長に提出しなければなら

ない。 

（卒業証明書の提出） 

第９条 奨学生は、卒業後すみやかに卒業証明書を町長へ提出しなければならない。 

（異動届出） 

第１０条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第６号により直ちに届

出なければならない。 

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(2) 停学その他の処分を受けたとき。 



(3) その他町長が必要と認めるとき。 

（辞退届） 

第１１条 奨学生は、奨学金辞退届（様式第７号）により、奨学金の辞退を申し出ること

ができる。 

（奨学金の停止及び廃止） 

第１２条 町長は、奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付

を停止する。 

２ 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学生選考委員会

の意見を聴き、奨学金の給付を廃止する。 

(1) 疾病などのために生業の見込みがなくなったとき。 

(2) 性行が不良となったとき。 

(3) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。 

(4) 在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。 

(5) その他条例第６条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。 

（奨学金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定に該当したとき、又は各号に該当したときは、既に給付し

た奨学金の返還を請求できるものとする。 

(1) 条例第５条に規定する就職期間を満たさなかった場合 

(2) 竹富町内若しくは竹富町役場に正規の最短修業期間から６年以内に就職しなかっ

た場合 

２ 奨学生は、町長の返還請求に基づき、全額一括返還しなければならない。だだし、特

別な事情により町長が認めた場合は、分割返還することができる。 

３ 前項において、当該奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者又は扶

養者若しくは保証人が本人に代わって奨学金を返還しなければならない。 

(1) 本人の住所などが不明のため、本人との連絡がとれないとき 

(2) 本人に督促を重ねても返還しないとき 

(3) 保護者又は扶養者若しくは保証人が、本人に代わって返還を申し出たとき 

（奨学金の返還猶予） 

第１４条 奨学金の返還を求められた者が、やむを得ない事情により返還が困難となった

場合には、奨学金返還猶予申請書（様式第８号）を町長に提出し、奨学金の返還猶予を



申し出ることができる。 

２ 町長は、奨学生であった者が、災害、傷病、障害その他真にやむを得ない事情により

奨学金の返還が著しく困難となったときは、相当と認める期間、その返還を猶予するこ

とができる。 

（奨学金の返還免除） 

第１５条 奨学金の返還を求められた者が、死亡又は精神若しくは身体の障害により、労

働力を喪失し、又は労働能力に高度な制限を有することにより奨学金の返還が困難にな

ったとき、次に掲げる書類を町長に提出し、返還未済額の全部又は一部の免除を申し出

ることができる。 

(1) 奨学金返還免除申請書（様式第９号） 

(2) その事実及び程度を証明する医師の診断書 

(3) 返還することができなくなった事情を証明する書類（家庭状況書）（様式第１０

号） 

(4) 免除対象者の所得証明書 

(5) その他、町長が必要と認めた書類 

２ 町長は、返還免除を許可したときには、奨学金返還免除決定通知書（様式第１１号）

を申請者に通知するものとする。 

（保証人の変更） 

第１６条 奨学金の給付を受けた者が、保証人を変更したときは遅滞無く保証人変更届

（様式第１２号）により町長に届け出なければならない。 

（事務） 

第１７条 奨学金の給付に関する事務は、竹富町教育委員会において行う。 

（奨学生原簿の整備） 

第１８条 竹富町教育委員会は、ふるさと応援奨学金の給付を明らかにするため、奨学生

原簿（様式第１３号）を備えなければならない。 

（雑則） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年２月２１日教委規則第３号） 



この規則は、公布の日から施行し、令和６年２月２０日から適用する。 



様式第１号（第２条関係） 

 



様式第２号（第２条関係） 

 



様式第３号（第２条関係） 

 



様式第４号（第５条関係） 

 



様式第５号（第６条関係） 

 



様式第６号（第９条関係） 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 



様式第８号（第１３条関係） 

 



様式第９号（第１４条関係） 

 



様式第１０号（第１４条関係） 

 



様式第１１号（第１４条関係） 

 



様式第１２号（第１５条関係） 

 



様式第１３号（第１７条関係） 

 


